
鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金交付要綱 新旧対照表 

 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金交付要綱（平成１８年６月６日付第２００６０００２５８１２号生活環境部長通知）の一部を次のよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

第１条～第９条 略 

 

（実績報告の時期等） 
第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」とい

う。）は、次に掲げる日までに行わなければならない。 
 （１）～（２） 略 

２ 略 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報

告に当たり、その時点で明らかとなっている仕入控除税額（以下「実績

報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付

決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその額

を超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 略 

 

第１１条～第１８条 略 

 
 

 

第１条～第９条 略 

 

（実績報告の時期等） 

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行

わなければならない。 

（１）～（２） 略 

２ 略 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報

告に当たり、その時点で明らかとなっている仕入控除税額（以下「実績報

告控除額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定

控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその額を超

える額を控除して報告しなければならない。 

４ 略 

 

第１１条～第１８条 略 

 

別表（第４条関係） 

略 

（注１）工事請負費又は委託費が含まれる場合は、県内事業者が施行を行

ったもの又は実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内

事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない

。 

（注２）「検査、加工等外注費」及び「共同研究費」の補助対象経費の配

分は、補助対象経費の合計の５０％以内とする。 
 

 

別表（第４条関係） 

略 

（注）工事請負費又は委託費が含まれる場合は、県内事業者が施行を行った

もの又は実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者

への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業計画書 

 

１～６ 略 

 

７ 消費税の取り扱い（ 一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免

税事業者 ） 

 

８ 添付資料 
鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業実施計画書 

当該研究チームにおける物品等の管理と所有についての書類 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業計画書 

 

１～６ 略 

 

 

 

 

７ 添付資料 
鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業実施計画書 

当該研究チームにおける物品等の管理と所有についての書類 

 

様式第２号 略 様式第２号 略 

 

様式第３号（第６条関係） 

第   号 

年 月 日 

       様 
職氏名 

 
年度鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金交付決定通知書 

 
年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で、申請の

あった鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金（以下「本補助金」

という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規

則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記の

とおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知

します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

本補助金の補助事業は、「  年度鳥取県リサイクル技術・製品実用化

様式第３号（第６条関係） 

第   号 

年 月 日 

       様 
職氏名 

 
鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金交付決定通知書 

 
 年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で、申請の

あった鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金（以下「本補助金」と

いう。」）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則

第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のと

おり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知しま

す。 

 

記 

 

１ 補助事業 

本補助金の補助事業は、「平成  年度鳥取県リサイクル技術・製品実



事業」とし、その内容は、申請書に記載されているとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、

補助事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に

通知するところによる。 

（１）算定基準額 金        円 

（２）交付決定額 金        円 

 

３ 略 
  
４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県リサ

イクル技術・製品実用化事業補助金交付要綱（平成１８年６月６日付第

２００６０００２５８１２号生活環境部長通知。以下「要綱」という。）

第４条第２項及び第６条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２

の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいず

れか低い額により行う。 
 

５ 略 

 

用化事業」とし、その内容は、申請書に記載されているとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、

補助事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通

知するところによる。 

算定基準額 金        円 

交付決定額 金        円 

 

３ 略 
  
４ 本補助金の額の確定 
 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県リサイ

クル技術・製品実用化事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第４

条第２項の規定を適用して算定した額と前記２の交付決定額（変更された

場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 
 

 

 

５ 略 

 

様式第４号（第１０条関係） 

 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業（中間）報告書 

 

１～６ 略 

 

７ 消費税の取り扱い（ 一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免

税事業者 ） 

 

８ 添付資料 
研究開発等の成果（中間）報告書 

 

 

様式第４号（第１０条関係） 

 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業（中間）報告書 

 

１～６ 略 

 

 

 

 

７ 添付資料 
研究開発等の成果（中間）報告書 

 



様式第５号～様式第６号 略 

 

様式第５号～様式第６号 略 

 

様式第７号（第１１条関係） 

年 月 日 
 鳥取県知事        様 
 

住 所 
氏 名 

（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

年度鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業進捗状況報告書 
 

   年  月  日付第    号による交付決定に係る鳥取県リサイ

クル技術・製品実用化事業の  年度における進捗状況について、鳥取県

補助金等交付規則第１７条第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 
交 付 決 定 算定基準額 交付決定額 

  年度における実績 
① 

  

  年度以降の実施予定 
② 

  

（注）①及び②の合計額は、交付決定額と一致するものである。 

 
 

様式第７号（第１１条関係） 

年 月 日 
 鳥取県知事        様 
 

住 所 
氏 名 

（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業進捗状況報告書 
 

 平成  年  月  日付第    号による交付決定に係る鳥取県リ

サイクル技術・製品実用化事業の平成  年度における進捗状況について、

鳥取県補助金等交付規則第１７条第３項の規定により、下記のとおり報告し

ます。 

記 

 
交 付 決 定 算定基準額 交付決定額 

平成  年度までの実績 
① 

  

平成  年度における実績 
② 

  

平成  年度以降の実施予定 
③ 

  

（注）①から③までの合計額は、交付決定額と一致するものである。 

 

 

様式第８号（第１３条関係） 

年 月 日 
 鳥取県知事        様 
 

住 所 
氏 名 

様式第８号（第１３条関係） 

年 月 日 
 鳥取県知事        様 
 

住 所 
氏 名 



（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

年度鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業に係る事業化状況報告書 
 

  年  月  日付第    号による交付決定に係る鳥取県リサイ

クル技術・製品実用化事業の  年度の事業化等の状況について、鳥取県

リサイクル技術・製品実用化事業補助金交付要綱第１３条第２項の規定に

基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

１～３ 略 

 

（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業に係る事業化状況報告書 
 

平成  年  月  日付第    号による交付決定に係る鳥取県リ

サイクル技術・製品実用化事業の平成  年度の事業化等の状況について、

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金交付要綱第１３条第２項の規

定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

１～３ 略 

 

様式第９号（第１４条関係） 

年 月 日 
 鳥取県知事        様 
 

住 所 
氏 名 

（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

年度鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金に係る工業所有権等取得届出書  
 

  年  月  日付第    号による交付決定に係る鳥取県リサイ

クル技術・製品実用化事業に基づく発明等に関し、下記のとおり工業所有

権等の取得（出願、譲渡、実施権の設定）をしたので、鳥取県リサイクル

技術・製品実用化事業補助金交付要綱第１４条の規定に基づき、下記のと

おり届け出ます。 

 

記 

１～３ 略 

 

様式第９号（第１４条関係） 

年 月 日 
 鳥取県知事        様 
 

住 所 
氏 名 

（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金に係る工業所有権等取得届出書  
 

平成  年  月  日付第    号による交付決定に係る鳥取県リ

サイクル技術・製品実用化事業に基づく発明等に関し、下記のとおり工業所

有権等の取得（出願、譲渡、実施権の設定）をしたので、鳥取県リサイクル

技術・製品実用化事業補助金交付要綱第１４条の規定に基づき、下記のとお

り届け出ます。 

 

記 

１～３ 略 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行前の通知により交付決定した事業については、なお従前の例による。 


